会社の設立について

会社設立に際し決めておく事項
１．会社の商号
できれば第三候補くらいまで
他社の商号を無断で使用するとトラブルになる可能性があります。
２．事業目的

　　　　　仕事の内容

　　　　　将来行う可能性のある事業
３．本店の所在地

　　　　　自宅を本店にしても差し支えありません。
４．資本金の額
　　　　　１円以上であれば設立できます。
５．出資者の出資割合
　　　　　ご本人以外に資金を出資する場合

６．会社の役員
　　　　　ご本人以外に役員を置く場合

７.取締役会を置くかどうか
　　　　　置く場合は取締役を３名以上と監査役１名が必要

８．役員の任期

　　　　　最長１０年

９．決算日

１０．設立登記申請日
　　　　　会社設立の日になります。
